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第２　目　的
　この条例は、前文に掲げる出雲市のまちづくりの
基本理念に則り、本市におけるまちづくりの基本原
則を定め、出雲市民、出雲市議会及び出雲市の行政
が密接に連携・協働し、２１世紀の地方分権自治の
担い手たる基礎自治体にふさわしい出雲市のまち
づくりを推進することを目的とする。

第３　条例の位置付け
　この条例は、出雲市の各般にわたるまちづくりの
条例・計画等の基本かつ共通の原則として位置付
けるものとする。

第４　市民のまちづくり参加の基本原則
⑴市民、議会及び市は、まちづくりに関する情報
をすべて共有するものとする。
⑵市民、議会及び市は、相互の理解と信頼関係に
基づき、連携・協働のまちづくりを進めるもの
とする。
⑶議会及び市は、市民の意向・意思が市政に適切
に反映されるよう、市民のまちづくりへの自主
的な参加意欲を促し、情報提供と相互理解の
増進に努めるものとする。

第５　地域社会
⑴市民は、町内会、自治会等地域社会において、
プライバシーが尊重される中で、相互の理解と
心温まる連帯意識のもと、自主自立の心豊か
なまちづくりに努めるものとする。
⑵議会及び市は、地域社会の自主的な活動を尊
重しながら、市民が地域社会の一員として、そ
れぞれの権限と責務を適切に果たす中で、自
己実現が期せられるよう支援するものとする。

第６　地域特性が光るまちづくり
　市民、議会及び市は、地域の特色ある伝統文化や
諸活動を継承・発展させるとともに、それぞれの豊
かで多様な地域特性を十分発揮・結集することによ
り、「産業の力」、「都市の力」そして「文化の力」を培
い、魅力輝くまちづくりを進めるものとする。

第８　出雲市民憲章
⑴市民は、平成１８年３月に制定した市民憲章の
もと、出雲市民としての自覚と誇りを持ち、ふる
さと出雲を愛する心を育み、活力ある市民生活
の増進に寄与するものとする。
⑵議会及び市は、市民の相互理解と連帯意識を
育む市民憲章の普及・啓発を図るものとする。

第９　まちづくり諸条例の策定・改定の原則
⑴議会及び市は、各分野にわたる多様なまちづく
りの条例・計画等について、社会経済情勢等の
変化に対応できるよう、必要に応じ随時見直
し・検討を加えるなど、市の発展のルールが常
に適切に生かされるよう配慮するものとする。
⑵議会及び市は、まちづくりの条例・計画等の策定
及び運営にあたり、市民から随時、意見・提言を
求めるべく、パブリックコメントの機会を十分に
提供し、市民の参加促進に努めるものとする。

第１０　行財政運営
　市は、市の行財政運営にあたり、議会及び市民の
理解及び協力を得て、中・長期的な財政計画を策
定・展望し、真の地方分権の実現にふさわしい自主
的かつ安定的な行財政運営に努めるものとする。

第１１　国及び県との関係
　議会及び市は、国及び県との関係が、上下主従か
ら対等協力へと変容する真の意味での地方分権時
代の流れに沿って、市民の意識の啓発と市職員の主
体的な経営感覚と意欲の醸成に努めるものとする。

第７　国内他地域及び国際社会との交流
⑴市民、議会及び市は、経済、観光、文化、教育等
国内の他地域との連携・交流にそれぞれの立
場で積極的に参加、協力し、特色あるまちづく
りに努めるものとする。
⑵市民、議会及び市は、情報交通革命が進展し、
世界各地との時間距離が大幅に縮まる中で、
海外諸都市との姉妹都市、友好都市等との関
係を充実強化し、相互の連携・交流を通じ、それ
ぞれの発展と世界平和へのたゆみない貢献に
努めていくものとする。
⑶市民、議会及び市は、国境を越えた市民と市民
の交流が日常的な活動となる時代の中、快適
なサービスの提供とおもてなしの心の実践に
努め、広く国内外に開かれた連携・交流のまち
づくりを進めるものとする。
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皆さんの意見を市政に（パブリックコメント）

２１世紀出雲のグランドデザイン
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●住民が主役のまちづくり
●地域特性が光るまちづくり
●地方分権時代に対応するまちづくり
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「出雲市まちづくり基本条例要綱（案）」抜粋

出雲市民憲章
ご意見は政策課に

【提出方法】
　郵送・ファクス・電子メールで、
　ご意見、住所、氏名を記入し、
　政策課へ提出してください。
　

【募集期限】
　5月15日（木）まで
【提出先】
　〒６９３ ８５３０（住所不要）
　出雲市役所 政策課
　☎２１ ６６１４　ＦＡＸ２１ ６５０９
　E-mail:seisaku@city.izumo.shimane.jp

世界に誇る「環境のまち」をつくります
自然を守り、美しく清らかな心を大切にする環境のまち出雲

世界に誇る「健康のまち」をつくります
平和を愛し、安心で生命輝く健康のまち出雲

世界に誇る「教育のまち」をつくります
学びの志をいだき、ひとりひとりの夢を実現する教育のまち出雲

世界に誇る「文化のまち」をつくります
歴史と伝統を尊び、未来を創造する文化のまち出雲

世界に誇る「産業のまち」をつくります
働く喜びをもち、地域を支え豊かにする産業のまち出雲

出雲市民の誓い
豊かな自然と歴史に育まれた　神話のふるさと出雲の國

わたしたちは　出雲を愛し　自然と歴史文化を受け継ぎ　後世に伝え
夢と希望を持って　未来へ羽ばたく出雲を創造するため

ここに市民憲章を定めます
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２１世紀産業都市の創造

○出雲市総合開発審議会条例

２１世紀出雲神話観光大国の創造

２１世紀都市・交流拠点の創造

議会運営の基本

行財政改革の推進

開かれた市政運営

２１世紀環境先進都市の創造

２１世紀健康文化都市の創造

２１世紀人材育成都市の創造

○出雲市産業振興条例
・出雲市次世代エネルギーパーク整備計画

○２１世紀出雲神話観光大国の建設促進条例
○２１世紀出雲「神在月」文化振興条例

○出雲市放置自転車等の防止に関する条例
・ 第１次幹線市道整備１０か年計画
・ 第１次生活環境道路改良及び下水路改良計画　など

○出雲市環境基本条例
○出雲市安全で安心なまちづくり条例
○出雲市景観まちづくり基本条例
・ 出雲市ごみ処理基本計画
・ 出雲市地域省エネルギービジョン　など

○２１世紀出雲芸術文化のまちづくり条例
○出雲市男女共同参画のまちづくり条例
○２１世紀出雲市青少年ネットワーク条例
○２１世紀出雲スポーツのまちづくり条例
○出雲市教育政策審議会条例
○出雲市幼児教育審議会条例
・ いずも次世代育成支援行動計画　など

○出雲市福祉のまちづくり条例
○出雲市食育のまちづくり条例
○出雲市がん撲滅対策推進条例
・ 高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画
・ 出雲市障害福祉計画
・ 出雲市健康増進計画　など

○出雲市議会基本条例

○地方分権確立に向けた出雲市行財政改革推進条例
・２１世紀出雲市行財政改革実施計画
・出雲市中期財政計画
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○出雲市行政手続条例
○出雲市情報公開条例・個人情報保護条例
○出雲市パブリックコメント制度実施要綱

出雲市まちづくり基本条例要綱（案）は、
市ホームページでもご覧になれます。

※パブリックコメント意見様式は市のホームページ
　から入手できます。
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